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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
特
定
秘
密
保
護
法
の
法
制
化
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
発
言
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
本
法
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
伺
っ
た
御
意
見
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
今
後
と

も
、
本
法
に
つ
い
て
、
国
民
に
丁
寧
に
説
明
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
施
行

準
備
を
進
め
て
い
き
た
い
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

秘
密
保
全
に
関
す
る
法
制
の
整
備
は
、
御
指
摘
の
「
契
機
」
以
前
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
、

政
府
に
お
け
る
情
報
保
全
に
関
す
る
検
討
委
員
会
（
以
下
「
検
討
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
検
討
が
開
始
さ
れ
、
平

成
二
十
三
年
一
月
以
降
、
そ
の
検
討
に
資
す
る
た
め
、
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
が
開
催

さ
れ
、
同
有
識
者
会
議
に
お
い
て
、
同
年
八
月
八
日
、
「
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
（
報
告
書
）
が

取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
十
月
七
日
に
は
、
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
当
該
報
告
書
の
内
容
を
十
分
に
尊
重
の

上
、
平
成
二
十
四
年
の
通
常
国
会
へ
の
提
出
に
向
け
て
、
秘
密
保
全
に
関
す
る
法
制
の
整
備
の
た
め
の
法
案
化
作
業
を
進
め

一



る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
に
お
い
て
は
、
更
に
検
討
を
進
め
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
を

第
百
八
十
五
回
国
会
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
指
摘
の
森
国
務
大
臣
の
答
弁
は
、
以
上
の
経
緯
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

五
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
記
事
」
及
び
「
そ
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
当
該
「
記
事
」
に
お
い
て
報
じ
ら
れ
て

い
る
御
指
摘
の
「
電
子
メ
ー
ル
」
（
以
下
「
電
子
メ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
の
中
に
は
「
法
制
化
に
向
け
た
作
業
も
進
め
て
い

き
た
い
」
及
び
「
法
案
化
作
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
開
催
さ
れ
る
検
討
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
の
で

、
資
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
願
い
ま
す
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
法
制
化
作
業
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
に
お
い
て
は
、
二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
経
緯
の
と
お
り
、
秘
密
保
全
に
関
す
る

法
制
の
整
備
の
た
め
の
法
案
化
作
業
を
進
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
電
子
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
た
者
は
、
内
閣
官
房
に
つ
い
て
は
髙
岩
直
樹
参
事
官
補
佐
、
岩
浅
太
一
主
査
、
八
幡
浩

紀
主
査
及
び
丸
山
洋
平
主
査
、
警
察
庁
に
つ
い
て
は
重
久
真
毅
警
備
局
警
備
企
画
課
課
長
補
佐
、
増
田
美
希
子
同
課
課
長
補

二



佐
及
び
同
課
職
員
一
名
、
法
務
省
に
つ
い
て
は
角
田
亨
刑
事
局
公
安
課
公
安
労
働
係
長
及
び
同
課
職
員
一
名
、
公
安
調
査
庁

に
つ
い
て
は
総
務
部
総
務
課
職
員
一
名
、
外
務
省
に
つ
い
て
は
田
中
麻
美
子
国
際
情
報
統
括
官
付
事
務
官
及
び
大
臣
官
房
総

務
課
職
員
一
名
、
経
済
産
業
省
に
つ
い
て
は
林
勇
樹
大
臣
官
房
情
報
シ
ス
テ
ム
厚
生
課
長
補
佐
、
監
物
英
樹
大
臣
官
房
情
報

シ
ス
テ
ム
厚
生
課
調
整
係
長
及
び
斉
藤
眞
経
済
産
業
政
策
局
産
業
組
織
課
知
的
財
産
政
策
室
企
画
一
係
長
、
海
上
保
安
庁
に

つ
い
て
は
坂
本
伸
男
総
務
部
政
務
課
企
画
係
係
員
並
び
に
防
衛
省
に
つ
い
て
は
防
衛
政
策
局
調
査
課
職
員
二
名
（
い
ず
れ
も

当
時
）
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

本
法
は
国
会
に
お
け
る
慎
重
な
審
議
を
経
て
成
立
し
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
法
制
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
民
主
主
義
に

反
し
て
い
た
」
や
「
同
法
の
あ
り
方
を
審
議
し
直
す
べ
き
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

三


